
 

令 和 ６ 年 １ ２ 月 １ １ 日 

西日本高速道路株式会社 

四 国 支 社 

 

入札参加資格停止措置について 

 

１.入札参加資格停止業者 

 入札参加資格停止業者 住所 

①  青木あすなろ建設株式会社 元  請 東京都港区芝４－８－２ 

②  桜井工業株式会社 一次下請 愛媛県今治市南鳥生町１－１－５１ 

 

２．入札参加資格停止期間：令和６年１２月１１日から令和６年１２月２４日まで（２週間） 

 

３．入札参加資格停止措置対象地域：地域３ 

 

４．事実概要： 

 本件は、「松山自動車道 渦井川橋他５橋耐震補強工事」の施工にあたり、橋脚 RC 巻き立

ての構造物掘削を 0.07m3 バックホウで実施中、掘削位置移動のため、バックホウを後退させ

て停止させた位置に転石があり、バックホウが徐々に運転席に対し右に傾斜。運転手はキャビ

ンのフレームに掴まってバランスを保とうとしたがバックホウが横転し、その際にバックホウ

と地面の間に右足首を挟まれたもの。 

 

５．入札参加資格停止措置理由： 

  工事等の施行に当たり安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故を発生させたこと

は、「西日本高速道路株式会社入札参加資格停止等事務処理要領」（平成１７年１１月３０日

付要領第９６号）別表第１第７号に該当する。 

 
（参考）西日本高速道路株式会社入札参加資格停止等事務処理要領別表第１ 

措 置 要 件 地域及び期間 
（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故） 

７ 会社の発注に係る工事等の施行に当たり、安全管理の措置が

不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさ

せたと認められるとき。 

発生地域について 

当該認定をした日から２週

間以上４月以内 

 

○問合せ先：西日本高速道路株式会社 四国支社 総務企画部 経理課 



（参考）西日本高速道路株式会社入札参加資格停止等事務処理要領別表第３ 

地 域 区 分 

地域 都 道 府 県 

１ 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県（※１）、奈良県、和歌山県及び岡山県（※２） 

２ 兵庫県（※３）、鳥取県、島根県、岡山県（※４）、広島県及び山口県（※５） 

３ 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 

４ 山口県（※６）、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 

 

※１ 地域２にかかる部分を除く。 

※２ 山陽自動車道のうち兵庫県と岡山県の境界から備前インターチェンジまでの区間に限る。 

※３ 中国自動車道のうち佐用インターチェンジから兵庫県と岡山県の境界までの区間に限る。 

※４ 地域１にかかる部分を除く。 

※５ 地域４にかかる部分を除く。 

※６ 関門橋のうち下関インターチェンジから山口県と福岡県の境界までの区間及び関門トンネ

ルのうち下関市大字椋野から山口県と福岡県の境界までの区間に限る。 

 


